
いたばしエコ・ショップの認定等に関する要綱 

 

（平成１３年８月２９日区長決定） 

（平成１７年４月１日一部改正） 

（平成２４年 １２月１日一部改正） 

（平成２８年１月２０日一部改正） 

（平成３０年３月３１日一部改正） 

（平成３１年４月１日一部改正） 

（令和３年３月２６日一部改正） 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、板橋区内において、ごみの減量化、リサイクルの推進及び再生商品の販売等、

環境に配慮した事業活動に積極的に取り組み、区が推奨する「板橋かたつむり運動」の普及啓発

に協力する事業者を「いたばしエコ・ショップ」として認定し、広く区民に周知することにより、

区内事業者のこれらの取組を支援し、資源循環型社会の構築に資することを目的とする。 

（対象） 

第２条 この要綱に基づく認定の対象となる事業者は、板橋区内で小売業等を営む法人又は個人と

する。 

（認定） 

第３条 区長は、前条に規定する事業者のうち、別表「いたばしエコ・ショップ認定基準」に掲げ

る項目について、一定の基準を満たすものをいたばしエコ・ショップとして認定する。 

２ 認定にあたっては、取組内容に応じて等級を付すことができるものとする。 

（認定の手続） 

第４条 いたばしエコ・ショップの認定を受けようとする事業者は、いたばしエコ・ショップ認定

申請書（別記第１号様式）に、別表に掲げる項目に関する取組状況を記載したいたばしエコ・シ

ョップ認定調査書（別記第１号様式の２）を添付して区長に申請するものとする。 

２ 区長は、前項の申請を受けたときは、いたばしエコ・ショップ認定審査会（以下「審査会」と

いう。）の意見を聴いて、認定の可否を決定し、認定することが適当であると認めるときは、い

たばしエコ・ショップ認定書（別記第２号様式）により申請者に通知し、適宜な方法で公表する

とともに、いたばしエコ・ショップ認定表示板（以下「表示板」という。）を交付するものとす

る。 

３ 区長は、区ホームページや広報紙等の広告媒体を活用し、いたばしエコ・ショップとして認定

した事業者について、広く区民に周知するものとする。 

（認定の有効期間） 

第５条 いたばしエコ・ショップの認定の有効期間は、認定の日から 2年以内とする。 

（認定の変更及び更新） 

第６条 第４条第２項の認定書の交付を受けた事業者（以下「認定店」という。）は、第４条の規

定により申請した内容に変更が生じたときは、遅滞なく、いたばしエコ・ショップ認定変更届出

書（別記第３号様式）を、区長に提出するものとする。 

２ 変更に伴う認定書の有効期間は、変更認定の日から変更前の認定書の有効期間が満了する日ま



でとする。 

３ 認定店は、有効期間の満了後継続して認定を受けようとするときは、第４条の規定による認定

の申請を行わなければならない。 

（責務） 

第７条 認定店は、認定の対象となった活動の維持拡大に努めるとともに、環境に配慮し、ごみ減

量及びリサイクル活動の推進に努めなければならない。 

２ 認定店は、表示板を店頭のわかりやすい場所に掲げるものとする。 

（認定店の周知） 

第８条 区長は、認定店の取組や活動内容について、区ホームページや広報紙等で広く周知に努め

るものとする。 

（認定取消し） 

第９条 区長は、認定店が第３条の認定項目を維持できないと認めるときは、認定を取り消すこと

ができる。 

２ 区長は、前項の規定により認定を取り消したときは、いたばしエコ・ショップ認定取消通知書

（第４号様式）により当該事業者に通知するものとする。 

３ 前項の認定取消通知書を受けた事業者は、速やかに認定書及び表示板を区長に返還しなければ

ならない。 

（辞退届） 

第 10 条 いたばしエコ・ショップの認定を辞退しようとする認定店は、いたばしエコ・ショップ

認定辞退届出書（別記第５号様式）に認定書及び表示板を添えて、区長に届け出るものとする。 

（表彰） 

第 11 条 区長は、ごみの減量化等の活動についてその成果が特に顕著な認定店を表彰することが

できる。 

（審査会） 

第 12 条 審査会は、第４条第１項に規定する申請があった事業者について、認定に係る必要な審

査を行い、区長に意見を具申するものとする。 

２ 審査会は、資源環境部長、環境政策課長、資源循環推進課長及び産業振興課長で構成し、資源

環境部長を会長とする。 

３ 審査会は、会長が招集する。 

４ 審査会の事務局は、資源循環推進課に置く。 

（補則） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、いたばしエコ・ショップの認定等に関し必要な事項は、

別に定める。 

付  則 

この要綱は、平成１３年９月１日から施行する。 

付  則 

この一部改正は平成１７年４月１日から施行する。 

付  則 

１ この要綱は平成２４年１２月１日から施行する。 

２ この要綱の施行に伴う、いたばしエコ・ショップの認定のために必要な審査、その他準備行為



は、この要綱の施行日前においても行うことができる。 

 

付  則 

 この要綱は平成 28 年 1月 20 日から施行する。 

付  則 

 この要綱は平成 30 年 4月 1 日から施行する。 

付  則 

 この要綱は平成 31 年 4月 1 日から施行する。 

付  則 

 この要綱は令和 3年 4月 1日から施行する。 



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 







  
  

  
  
  
  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 

  

   

 

 

 

   



 

 

 





 










